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１．事業の概要
（１）事業の位置図（１）事業の位置図
【全体位置図】 【横浜港位置図】
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横浜港南本牧ふ頭地区
国際海上コンテナターミナル
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（２）「国際コンテナ戦略港湾」政策

１．事業の概要

○ 我が国に寄港する基幹航路便数の減少（平成7年から平成24年までに約４割に減少）により、国内企業の
港湾物流面での利便性が低下し、海外移転の増加、国内産業の停滞が懸念されています。

○ 平成22年8月、京浜港（東京港、横浜港、川崎港）は、阪神港（大阪港、神戸港）とともに「国際コンテナ戦
略港湾 に選定され 平成25年6月閣議決定の「日本再興戦略 でも改めて位置付けられました略港湾」に選定され、平成25年6月閣議決定の「日本再興戦略」でも改めて位置付けられました。

○ 平成26年1月には国際コンテナ戦略港湾政策に関するとりまとめが公表され、政策の深化と加速に向けて
の施策が打ち出されました。

【基幹航路の流出による我が国への影響】 【「国際 ンテナ戦略港湾 の政策概要】

「国際コンテナ戦略港湾」の目指すべき姿「国際コンテナ戦略港湾」の目指すべき姿

①「新成長戦略」（平成25年6月閣議決定（平成26年6月に改訂））の実現
②基幹航路の日本寄港の維持・拡大
③さらなる「選択」と「集中」
④目標： 概ね5年以内 ：基幹航路の増便（欧州航路：週３便、北米航路：週７便）。

アフリカ 南米 中東 インド航路等の誘致

【基幹航路の流出による我が国への影響】 【「国際コンテナ戦略港湾」の政策概要】

143便/週

（100％） 112便/週

（78％） 56便/週

（ ）

《５大港における基幹航路便数の推移》

アフリカ、南米、中東・インド航路等の誘致。
概ね10年以内 ：グローバルに展開する我が国立地企業のサプライチェーンマネジメント

に資する多方面・多頻度の直行サービスの充実。
H7 H13 H24

（39％）

※5大港：東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港

「国際コンテナ戦略港湾」の深化と加速に向けた施策「国際コンテナ戦略港湾」の深化と加速に向けた施策

１．国際コンテナ戦略港湾への「集貨」 （新たな集貨支援や内航船の競争力強化 等）
２．国際コンテナ戦略港湾への産業集積による「創貨」
３．国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」（背後用地への企業誘致に向けた支援措置の導入 等）

① 国際コンテナ戦略港湾のコスト低減
② 国際 ナ戦略港湾 利便性 向上

小型船舶で釜山港等まで輸送、
釜山から大型船舶で欧米へ ② 国際コンテナ戦略港湾の利便性の向上

（ゲート前渋滞の緩和やゲートオープン時間の拡大 等）
③ コンテナ船の大型化、取扱貨物量の増大等への対応
④ 戦略的な港湾運営

釜山から大型船舶で欧米へ

京浜港の基幹航路数の減少により、国内企業の
港湾物流面での利便性が低下し、海外移転の
増加 国内産業の停滞が懸念されています

○我が国経済の国際競争力の強化 ○企業の立地環境の向上

増加、国内産業の停滞が懸念されています。

２

【基幹航路】
北米、アジア、欧州の三極を直接結ぶ航路。日本では、国内主要港から
北米、欧州の港に直接配船される大型コンテナ船の定期航路をいう。



（３）京浜港の概要

１．事業の概要

○ 東京港、横浜港、川崎港からなる京浜港（※）の貨物量は、世界同時不況の影響を受け平成２１年に大幅
に減少したものの、その後は東日本大震災や著しい円高の逆風を受けながらも平成２４年には過去最高
の６９９万TEUを記録しています。

○ 京浜港は我が国の外貿コンテナ貨物量の約３割 貿易額にして約４割を取り扱う極めて重要な港湾です

（３）京浜港の概要

○ 京浜港は我が国の外貿コンテナ貨物量の約３割、貿易額にして約４割を取り扱う極めて重要な港湾です。
(※）京浜港（東京港・横浜港・川崎港）と阪神港（大阪港・神戸港）は国際コンテナ戦略港湾に指定されている我が国におけるメインポート。

【全国に占める京浜港のシェア】

（万 ）

【京浜港の外貿コンテナ貨物取扱量の推移】

京浜港

34%
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取扱量
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699万TEUを記録

京浜港以外

66%
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66%
資料：港湾統計年報（H24）
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３
資料：各年港湾統計年報

【TEU（Twenty-foot Equivalent Unit）】
国際標準規格（ISO）の20フィートコンテナを1とし、40フィートコンテナを2として計算する単位

資料：財務省貿易統計（H24）



（４）横浜港の概要

１．事業の概要

○ 横浜港における外貿コンテナ取扱量は京浜港全体の約4割を占め、世界につながる多様なコンテナ航路
が開設されています。

○ 自動車部品等の輸出が多く、我が国の基幹産業を支える物流のゲートウェイとして、極めて重要な役割を
果たしています

（ ）横浜港 概要

果たしています。

【京浜港の港別外貿コンテナ貨物取扱量】
2%

【外貿コンテナ貨物の航路別内訳（TEUベース）】

川崎港

1.9万TEU
0.3%

68%

62%

72%

21%

24%

19%

7%

7%

7%

2%

4%
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1%

0%

0%

1%
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東京港

横浜港 外貿コンテナ貨物

100%
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アジア 北米 欧州 中南米 豪州・NZ その他
資料：港湾統計年報（H24)

横浜港

273万TEU
39%

東京港

424万TEU
61%

外貿コンテナ貨物
取扱量

699万TEU
（H24）

※空ｺﾝﾃﾅ含む

自動車部品

29%

非鉄金属

その他

23%

製造食品

8% 衣服・身廻品・
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8%

【横浜港の外貿コンテナ貨物の品目別内訳（H24重量ベース） 】

61%※空ｺﾝﾃﾅ含む

電気機械

製材

2%

金属くず
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料
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その他

48%
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４

資料：港湾統計年報（H24）

資料：港湾統計年報（H24)
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（５）横浜港南本牧ふ頭地区の概要

１．事業の概要

○ 横浜港では、本牧ふ頭、南本牧ふ頭、大黒ふ頭の３地区にコンテナ取扱機能が集積しており、今後、本牧
ふ頭沖に埋立て予定の新本牧ふ頭にもコンテナ取扱機能が整備される計画となっています。

○ 南本牧ふ頭は横浜港の外貿コンテナ貨物全体の約３割を取り扱っており、「高効率な港湾施設を配置した
物流関連ゾーン」として その機能を発揮することが期待されています

②神奈川地区
①鶴見地区

N

【横浜港のふ頭地区】

物流関連ゾ ン」として、その機能を発揮することが期待されています。

③内港地区

⑤大黒ふ頭地区④山下ふ頭地
区

⑥本牧ふ頭地区

大黒ふ頭

⑨磯子地区

本牧ふ頭

【ふ頭別の外貿コンテナ貨物シェア】

⑩新本牧ふ頭地区

新本牧ふ頭

⑧南本牧ふ頭地区

⑦本牧地区

⑨磯子地区

【横浜港港湾計画（H26.11改訂）における
港湾空間利用ゾ ニング】

大黒ふ頭
16%

【ふ頭別の外貿コンテナ貨物シェア】

⑧

南本牧ふ頭

港湾空間利用ゾーニング】

地区名 主要機能
①鶴⾒地区 ⽣産拠点、研究開発及び物流関連等の産学連携ゾーン
②神奈川地区 ⽣産拠点、研究開発及び物流関連等の産学連携ゾーン
③内港地区 観光資源が集積する交流拠点ゾーン
④⼭下ふ頭地区 観光資源が集積する交流拠点ゾーン
⑤⼤⿊ふ頭地区 ⾼効率な港湾施設を配置した物流関連ゾ

本牧ふ頭
57%

南本牧ふ頭
27%

平成22年12月撮影黄色字 ： 主要なコンテナふ頭

南本牧ふ頭

５

⑤⼤⿊ふ頭地区 ⾼効率な港湾施設を配置した物流関連ゾーン
⑥本牧ふ頭地区 ⾼効率な港湾施設を配置した物流関連ゾーン
⑦本牧地区 港湾を活⽤した先端産業が⽴地する⽣産ゾーン
⑧南本牧ふ頭地区 ⾼効率な港湾施設を配置した物流関連ゾーン
⑨磯⼦地区 港湾を活⽤した先端産業が⽴地する⽣産ゾーン
⑩新本牧ふ頭地区 ⾼効率な港湾施設を配置した物流関連ゾーン

資料：港湾統計年報



（６）事業の目的と計画の概要

１．事業の概要
（ ）事業 目 計画 概要

①事業の目的

１）コンテナ取扱施設の能力不足を解消し、効率的な物流を実現します。
２）基幹航路におけるコンテナ船の大型化に対応します。
３）耐震強化岸壁の整備により、大規模地震時においても物流機能を維持し、国民生活と経済活動を支えます。

②計画の概要 【プロジェクト概要図】

事業箇所： 横浜港南本牧ふ頭地区
整備施設：

・岸壁（水深16m・18m、延長900m）（耐震）
・航路・泊地（水深18m）

②計画 概要

南本牧ふ頭地区南本牧ふ頭地区

航路 泊地（水深18m）
・泊地（水深18m）
・護岸（防波堤）（1,499m）
・荷役機械（6基）
・荷捌き地（１式）

航路・泊地（水深18m）

泊地（水深 ）

荷役機械

・ターミナル建設（1式）
事業期間： 平成19年度～平成32年度
事 業 費： １，５３６億円

泊地（水深18m）
岸壁（水深16m・18m）

（耐震）

荷捌き地

６

平成22年12月撮影

護岸（防波）



（７）事業の必要性 ～コンテナ船大型化の動向～

１．事業の概要

○ 近年、コンテナリゼーションが急速に進展し、1999年からの約10年間で、全世界のコンテナ貨物量は約2.5
倍に増加しています。

○ 国際海上コンテナ貨物の増加に合わせ、コンテナ船各社はスケールメリットの向上によるコスト競争力アッ
プを 船 大 を推進 きま

要 動

プを狙い、コンテナ船の大型化を推進してきました。
○ 平成２５年には世界最大の18,000TEU積みのコンテナ船が竣工するなど、今後もコンテナ船の大型化は続

く見込みです。

4.3

4.8
5.1

4.4

5.0

4.5 

5.0 

5.5 
（億TEU）

１９９９年 ２０１０年

全世界 20,321万TEU 50,351万TEU

日 本 1 210万TEU 1 773万TEU

港湾におけるコンテナ取扱量の推移

【世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱貨物量の推移】

2.5倍

1 5倍 14000

18000
15,000 

20,000 
最大船型の推移

積載個数(TEU）

必要岸壁水深
１５

必要⽔深
18m以上

【コンテナ船の大型化の状況】

2.0
2.3 2.4

2.8
3.0

3.5

3.9

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 
日 本 1,210万TEU 1,773万TEU

アジア 7,584万TEU 22,831万TEU

（日本含まず）

1.5倍

3.0倍

738 752 1096 2500

4258
4300
4600

4700
4950

6400
7060

8468

12508
000

0

5,000 

10,000 
１５ｍ

必要岸壁水深
１４ｍ

【世界最大のコンテナ船「Maersk Mc-Kinney Moller」 】

全長 全幅 398 8

0.860.941.0 1.1
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

0 0

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 0 

196019651970197519801985199019952000200520102015S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17  H22 H27   

資料：H16年まで海事産業研究所「コンテナ船の大型化に関する考察」、
H16年以降はオーシャンコマース社の情報を基に国土交通省港湾局作成

○アジア：韓国、中国、香港、台湾、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシア
○北米 ：アメリカ、カナダ
○欧州 イギリス オランダ ドイツ イタリア スペイン ベルギ ランス ギリシ

全長×全幅 398m × 58m

満載喫水 16.5m

最大積載個数 18,000TEU

0.0 
'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10

アジア ⽇本 北⽶ 欧州 その他

７

○欧州 ：イギリス、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、フランス、ギリシャ、
アイルランド、スウェーデン、フィンランド、デンマーク

○その他：日本と上記以外

資料：各年のContainerization International Yearbookより国土交通省港湾局作成 出典：MarineTraffic.comに加筆



（８）事業の必要性 ～大型コンテナ船の就航状況～

１．事業の概要

○ 大型の新造船は、主に欧州航路や北米航路といった、いわゆる「基幹航路」に投入される傾向にあります。
○ 特に、10,000TEU積み以上の超大型の新造船は主に欧州航路に投入される傾向が強く、カスケード効果（コ

ンテナ船の他航路への転配）によって北米航路等のコンテナ船も大型化が進展しています。
○ 基幹航路 大型 ナ船 対応するため は 大水深 岸壁が必要 す

（ ）事業 要性 船 就航状況

7%0% 0% 2% 5% 9%
100%

○ 基幹航路の大型コンテナ船に対応するためには、大水深の岸壁が必要です。

【基幹航路コンテナ船の船型別隻数シェア】【2009～2011年に竣工した新造コンテナ船の船型別配船状況】

150 ロシア

・欧州航路

39%

34% 25%
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24%
25%

28%
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24%
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27%
38% 28%
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27%
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25% 30% 37%
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3 隻
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24 隻

57 隻

1 隻
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100

ロシア

アジア・近海

アフリカ

⼤洋州

南⽶

大水深岸壁（※）が
必要な船型

64%

32%
22% 24%

15% 7% 7% 4% 4% 8%

34% 25%
26%

19% 24%
19% 15%

16%

27% 24%
21% 12%

0%

20%

40%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
資料：国際輸送ハンドブック2012より国土交通省港湾局作成
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10,000TEU～ 8,000～ 6,000～ 4,000～

10,000TEU 8,000TEU 6,000TEU ～ 4,000TEU

北米航路

【新造船の投入に伴うカスケード効果】

欧州航路 新造船投入新造船投入 18,000 TEU

8,000 TEU

・北米航路

56%

9% 13% 10% 13%
14%

14% 16% 18%
16%

2% 3% 2% 5% 7% 15% 16% 16%
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56%
58% 66%

65%
66% 60% 57% 53%

50%
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20%

40%

60%

※ここでの大水深岸壁と

資料：「国際輸送ハンドブック（2008～2012年版、Ocean Commerce Ltd.）」、Clarkson 
Research Servicesデータをもとに国土交通省港湾局作成 ８

その他航路

転配
5,000 TEU

2,000 TEU

2,000 TEU廃船

0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

※ での大水深岸壁と
は、水深16m以上の岸壁
を指します。



（９）事業の必要性 ～我が国の港湾における基幹航路の減少～

１．事業の概要

○ 東アジア諸国では、自国経済の成長と大型コンテナ船に対応するための急ピッチな大水深岸壁（水深
16m以上）の整備やソフト施策が進められた結果、我が国の港湾の相対的な地位が低下しています。

○ 船舶の大型化が顕著な基幹航路の我が国の港湾への寄港数は減少の一途を辿っています。

（ ）事業の必要性 我が国の港湾における基幹航路の減少

【1990年】

■全世界のｺﾝﾃﾅ取扱量

順位 港名 取扱量
（万TEU）

１ シンガポール 522

【世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキングの変化】

大連
17.8m , 466m

天津
16m , 825m

東京
水深16m以上の岸壁なし

横浜
16m , 1140m

【アジア主要コンテナターミナルにおける大水深岸壁整備状況】

■全世界のｺﾝﾃﾅ取扱量
8,560万ＴＥＵ

■我が国のｺﾝﾃﾅ取扱量
796万ＴＥＵ

（我が国のシェア：9.3％）

２ ⾹港 510
３ ロッテルダム 367
４ ⾼雄 349
５ 神⼾ 260
： ： ：

青島
10.5-17.5m , 2600m
14.5-17.5m , 2500m

上海
16m , 5850m

蛇口
17m , 455m 釜山

大阪
16m , 400m

神戸
16m , 1550m

この２０年で日本港湾の

１１ 横浜 165
： ： ：

１３ 東京 156

17m , 455m

赤湾
14.5-16m , 3400m

レムチャバン
16m , 1200m

タンジュンペラパス
15-19m 4320m

シンガポール
16m , 7900m

塩田
16m 3249m

廈門
17m , 1246m

釜山
18m , 1100m
17m , 1550m
19m , 3200m

【2010年】

年 本港湾
相対的な地位が低下

順位 港名 取扱量
（万TEU）

１ 上海 2,907

15 19m , 4320m 16m , 7900m 16m , 3249m

資料：Containerization International Yearbook 2012および数字で見る港湾2012より国土交通省港湾局作成

【主要港における基幹航路便数の変化】

日本凡例： 中国 韓国 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ タイ ﾏﾚｰｼｱ

■全世界のｺﾝﾃﾅ取扱量
50,351万ＴＥＵ

■我が国のｺﾝﾃﾅ取扱量
1,773万ＴＥＵ

（我が国のシェア：3.5％）

２ シンガポール 2,843
３ ⾹港 2,370
４ 深圳 2,251
５ 釜⼭ 1,419
： ： ：

29 31 25
16

42
2725 24 21

13

29
41

18
15 15 11

10

45
58

40

60

80 （便/週）
H7 H13 H24

９

（我が国のシェア：3.5％）
２７ 東京 428
： ： ：

３６ 横浜 328
資料：各年のContainerization International Yearbookより国⼟交通省港湾局作成

16
1

1315 15 11 5

0

20

東京港 横浜港 名古屋港 ⼤阪港 神⼾港 釜⼭港 上海港
資料：各年の国際輸送ハンドブックより国⼟交通省港湾局作成



（１０）事業の必要性 ～大規模地震時における幹線貨物輸送機能の維持～

１．事業の概要

○ 現在、京浜港に大きな被害を及ぼす恐れのある「都心南部直下地震」の発生が危惧されております。
（今後30年以内の発生確率約70％）※中央防災会議首都直下地震対策検討WG

○ 東日本大震災では、茨城港常陸那珂港区の耐震強化岸壁が直後に利用可能な状態であった事から、震
災時における耐震強化岸壁の優位性が実証されたところです

事 要 規模 震 幹線貨物輸送機 維

災時における耐震強化岸壁の優位性が実証されたところです。
○ MC-3、MC-4は横浜港のコンテナ物流における中核となる施設であり、大規模地震発生時においてもその

機能を発揮し、国際物流機能を維持することが求められています。
○ 横浜港では耐震強化岸壁が９バース計画されていますが、現時点では３バースのみで不足しています。

【「都心南部直下地震」（M7.3）の想定震度分布】 【横浜港における耐震強化岸壁の整備状況】

【非耐震バース】 → 岸壁背後が陥没

【東日本大震災における岸壁被災状況
（茨城港常陸那珂港区の事例）】

港湾 ふ頭 バース名 耐震・非耐震 耐震化状況

A5 非耐震A5 非耐震 ―
A6 非耐震 ―
A7 非耐震 ―
A8 非耐震 ―

BC1 耐震 既設
BC2 耐震 計画
C5 非耐震

【耐震バース】 異常なし → 直後に利用可能

C5 非耐震 ―
C6 非耐震 ―
C7 非耐震 ―
C8 非耐震 ―
C9 非耐震 ―
D1 非耐震 ―
D4 耐震 既設

本牧ふ頭

横浜港

横浜港では震度６強の揺
れが予想されている

D4 耐震 既設
D5 耐震 既設

MC-1 耐震 計画
MC-2 耐震 計画
MC-3 耐震 整備中
MC-4 耐震 整備中

C3 非耐震

南本牧ふ頭

出典：「首都直下地震の被害想定 対策のポイント」
（中央防災会議首都直下地震対策ワーキンググループ）

１０
（資料：横浜港港湾計画（H26.11改訂））

C3 非耐震 ―
C4 非耐震 ―
T9 非耐震 ―

新規ふ頭 １期 耐震 計画

大黒ふ頭



（１）事業の経緯

２．事業の進捗状況

○平成１９年度：事業採択（MC-3）
○平成２５年度：事業採択（MC-4）
○平成２６年度：MC-3暫定供用（予定）

全

（１）事業の経緯

○平成２９年度：MC-3完全供用（予定）
○平成３２年度：事業完了（予定）

（２）事業実施状況（ ）事業実施状況
〔鋼板セル据付状況〕 〔SCP改良工事の状況〕〔CDM改良工事の状況〕

（ 撮影） （ 撮影）（ 撮影）（H22.5撮影） （H24.2撮影）（H23.12撮影）

〔岸壁の構造〕
中仕切り
護岸法線150.0m岸壁法線【構造断面】

鋼製セル

セル

H=32.0m

D=24.5m
盛石

裏込石

埋立土

サンドマット

鋼管杭
鋼管杭

水深約‐20.0m

１１

鋼製セル
内部には
土を投入

地盤改良 軟弱な粘土が厚く堆積

現地水深
-２６m ～-２７ m

SCPCDMSCP

ＣＤＭ改良 ＳＣＰ改良ＳＣＰ改良 ＳＤ改良

水深約 -30.0m

地盤改良



３．事業の評価
(１)今回評価までの経緯( )今回評価ま 経緯

○平成１９年度：ＭＣ－３事業採択
○平成２３年度：ＭＣ－３再評価

①これまでの事業評価

○平成２５年度：ＭＣ－４事業採択
○平成２６年度：ＭＣ－３再々評価（ＭＣ－４部分を追加）

②今回再評価においてＭＣ－３・ＭＣ－４を一体的に評価する理由

・ＭＣ－３、ＭＣ－４は横浜港で初めての水深18m岸壁であり、連続した900mのバースを擁するターミナルとし
て高効率な運用を想定しているため、今回評価でＭＣ－４を追加して一体で評価することとしました。

〔単独バースの場合〕〔単独 場合〕

400m 400m

船長400m級
船長150m級船長250m級

ＭＣ－３ＭＣ－３船長４００ｍ級の大型コンテナ
船の荷役ができない

船長２５０ｍ級と１５０ｍ級
の同時荷役ができない

〔連続バースの場合〕
船長４００ｍ級の大型コンテナ船に加
え ３００ 級の同時荷役も可能！

３隻同時の荷役も可能！

船長150m級船長400m級船長300m級 船長250m級船長250m級

ＭＣ－３ＭＣ－３ ＭＣ－４ＭＣ－４

え、３００ｍ級の同時荷役も可能！

１２

500m

900m

400m 500m

900m

400m



３．事業の評価
(２)費用対効果分析

①便益

○ 「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」及び 「港湾投資の評価に関する解説書」（国際海上コンテナターミナル整
備プロジェクト）に基づき、以下の便益を計上しています。

( )費用対効果分析

①海外トランシップ回避による輸送コスト削減便益 ： 大水深岸壁を整備することにより、基幹航路の維持・拡大を図ること
ができ、海外トランシップによる輸送コストの増大が回避されます。

②ターミナル新設による輸送効率化便益 ： 新規ターミナルを整備することで、国内他港を利用することによる輸送コストの
増大が回避されます。

③震災時の輸送コスト削減便益 耐震強化岸壁の整備により 震災時にも国際海上コンテナタ ミナルの輸送機能を維③震災時の輸送コスト削減便益 ： 耐震強化岸壁の整備により、震災時にも国際海上コンテナターミナルの輸送機能を維
持することができ、輸送コストが削減されます。

④残存価値（ふ頭用地・荷役機械） ： 本事業で整備したふ頭用地及び荷役機械は供用終了時（供用５０年後）で清算され
ると仮定し、その売却額を便益として計上しています。

③分析条件・結果

○ 本プロジェクトに係るコスト（建設費、更新投資費、管理運営費）を計上しています。

②費用

③分析条件 結果

今回評価 前回評価

基準年次 平成26年度 平成23年度

事業期間 平成19年度～平成32年度 平成19年度～平成28年度事業期間 平成19年度 平成32年度 平成19年度 平成28年度

分析対象期間 供用後50年間 供用後50年間

事業費 1,536億円（MC3＋MC4） 762億円（MC3）

総便益（割引後）※ 4,588億円 2,092億円

総費用（割引後）※ 1 610億円 806億円

１３※割引後は社会的割引率等を考慮した値。

総費用（割引後）※ 1,610億円 806億円

費用便益比(B/C) 2.9 2.6

経済的内部収益率（EIRR） 9.8% －



事業全体

３．事業の評価

■事業全体

項目 内容 金額 Ｂ／Ｃ ＥＩＲＲ

海外トランシップ回避便益 ７５８億円

便益（Ｂ）
総便益

４，５８８億円

２．９ ９．８％

ターミナル新設による輸送効率化便益 ３，６６３億円

震災時の輸送コスト削減便益 １２６億円

残存価値 ４１億円残存価値 ４１億円

費用（Ｃ）
事業費・更新投資費 １，５５３億円 総費用

１，６１０億円管理運営費 ５７億円

■残事業

項目 内容 金額 Ｂ／Ｃ ＥＩＲＲ

海外トランシップ回避便益 ５９２億円

便益（Ｂ）

海外トランシップ回避便益 ５９２億円

総便益
３，５６８億円

４．７ １７．０％

ターミナル新設による輸送効率化便益 ２，８６２億円

震災時の輸送コスト削減便益 ９２億円
４．７ １７．０％

残存価値 ２１億円

費用（Ｃ）
事業費・更新投資費 ６９５億円 総費用

７５１億円管理運営費 ５７億円

注1）便益・費用については、基準年における現在価値化後の値です。
注2）費用及び便益額は整数止めとしています。
注3）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがあります。

１４

費



④需要の想定

３．事業の評価

○ 横浜港における将来貨物量は、社会経済等の動向をもとに約５００万TEUと想定しています。
○ 評価対象施設（MC-3、MC-4）における取扱量は、各施設のコンテナ貨物の取扱能力を踏まえ、横浜港で取

扱われる貨物量のうち９４万TEUを想定しています

④需要の想定

扱われる貨物量のうち９４万TEUを想定しています。

【横浜港におけるコンテナ貨物の需要の推移・想定】

500 

600 

コ

300 

400 

ン
テ
ナ
貨
物
取

100

200 

取
扱
量
（
万
Ｔ
Ｅ
Ｕ

0 

100 

5
年

6
年

7
年

8
年

9
年

0
年

1
年

2
年

3
年

4
年

7
年

Ｕ
）

目

１５

平
成

1
5

平
成

1
6

平
成

1
7

平
成

1
8

平
成

1
9

平
成

2
0

平
成

2
1

平
成

2
2

平
成

2
3

平
成

2
4

平
成

3
7目

標
年

※目標年は完全供用を開始してから５年後を設定 （「港湾投資の評価に関する解説書2011」より）



３．事業の評価
④需要の想定

○ 横浜港では、道路ネットワークの拡充によるアクセス強化や、背後地における産業立地の進展に伴って、
今後も貨物量が増加していくことが見込まれます。

①道路ネ トワ クの拡充による横浜港 のアクセス強化

④需要の想定

【圏央道整備に伴う横浜港までの所要時間変化】①道路ネットワークの拡充による横浜港へのアクセス強化
○横浜港の背後地である神奈川県では、首都圏中央連絡自動車

道（以下、圏央道）をはじめとする道路整備が進んでいます。
○圏央道整備の進展よって、横浜港へのアクセスが大幅に向上さ

れることが見込まれており これに伴 て横浜港を利用する貨物

【圏央道整備に伴う横浜港までの所要時間変化】

れることが見込まれており、これに伴って横浜港を利用する貨物
量の増加が想定されます。

②背後地における産業立地の進展

○近年、関東地方では新規工場の立地件数が回復傾向にあり、平
成 高成２５年には、ここ１０年間で最高を記録しました。

○今後も自動車関連をはじめとする新たな工場立地や、生産ライン
の増強が多数計画されています。

○こうした工場の操業開始に伴って、横浜港を利用する貨物量がさ
増加す が想定されますらに増加することが想定されます。

【関東地方※における工場立地件数の推移】
（件）

331
405  411 

363 
444 

400
500  リーマン

ショック

過去１０年で
最高

区間 開通時期

相模原愛川ＩＣ ～ 海老名ＩＣ 平成２５年３月

（出典：関東地方整備局横浜国道事務所Webサイト）
275 

331 

192  186 
145 

269 

100 
200 
300 
400  シ ック

１６

寒川北ＩＣ ～ 茅ヶ崎ＪＣＴ 平成２５年４月

高尾山ＩＣ ～ 相模原愛川ＩＣ 平成２６年６月

海老名ＪＣＴ ～ 寒川北ＩＣ 平成２６年度（予定）

藤沢ＩＣ ～ 釜利谷ＪＣＴ 平成３２年度（予定）
（資料：工場立地動向調査）

※）関東地方 ： 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

‐



３．事業の評価

○ 本事業を実施することで、横浜港における基幹航路の維持が図られ、海外での積み替えによる非効率な輸
送を回避することができ、輸送コストが削減されます。

⑤便益の計測 ～海外トランシップ回避による輸送コスト増大回避便益～

Without（整備なし）ケース ： 海外トランシップによる輸送 With（整備あり）ケース ： 横浜港に直接輸送

荷主
荷主

荷主

横浜港

仙台塩釜港、小名浜港、茨城港
常陸那珂港区、川崎港、新潟港、
清水港

荷主

横浜港

陸上輸送 陸上輸送

トランシップトランシップ

横浜港 清水港

海上輸送

横浜港

トランシップ回避トランシップ回避

海上輸送

 

釜山港

トランシップトランシップ

ハンブルグ港

釜山港
ハンブルグ港

総便益（割引後）単年度便益（without-with）

輸送コスト386億円/年輸送コスト433億円/年

輸送コスト削減額 47億円/年 758億円/50年

１７



３．事業の評価

○ 本事業を実施することで、横浜港のコンテナ取扱能力が増強され、国内他港を利用した非効率な輸送を回
避でき、輸送コストが削減されます。

⑥便益の計測 ～ターミナル新設による輸送効率化便益～

Without（整備なし）ケース ： 代替港を利用 With（整備あり）ケース ： 横浜港を利用

荷主荷

荷主

横浜港

仙台塩釜港、名古屋港、
清水港、茨城港常陸那珂

陸上輸送 陸上輸送

横浜港 清水港、茨城港常陸那珂
港区等 横浜港

海上輸送 海上輸送海上輸送 海上輸送

ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ港、
ﾉｰﾌｫｰｸ港 等

ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ港、
ﾉｰﾌｫｰｸ港 等

総便益（割引後）単年度便益（without-with）

輸送コスト2,047億円 輸送コスト1,821億円

ﾉ ﾌｫ ｸ港 等 ﾉ ﾌｫ ｸ港 等

１８

輸送コスト削減額 226億円/年 3,663億円/50年



３．事業の評価

○ 本事業を実施することで、大規模地震時における輸送機能を維持することができ、代替港を利用した非効率
な輸送が回避できることで輸送コストが削減されます。

⑦便益の計測 ～大規模地震時の輸送コスト削減効果～

Without（整備なし）ケース ： 代替港を利用 With（整備あり）ケース ： 横浜港を利用

荷主
荷主

荷主

横浜港

陸上輸送

仙台塩釜港、名古屋港、

清水港、茨城港常陸那珂港区等 横浜港

陸上輸送

横浜港

被災

清水港、茨城港常陸那珂港区等

海上輸送 海上輸送

相手港
ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ港、ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ港、
ﾉｰﾌｫｰｸ港 等

相手港 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ港、ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ港、
ﾉｰﾌｫｰｸ港 等

総便益（割引後）

輸送コスト5,015億円/年輸送コスト5,598億円/年

単年度便益（without-with）

１９

輸送コスト削減額8.4億円/年 126億円/50年

※2 地震発生確率考慮後※1 地震発生確率考慮後



３．事業の評価
（３）事業費の増加要因

○事業費の増加要因は、以下のとおりです。
・ＭＣ－３においては、港湾法改正により、港湾施設の国から利用者への直接貸付が可能となっ
たことを受けて、ヤードの整備費用（約１７２億円）が増加しました。また、想定よりも施工条
件が良好 あ た と より 事費（約 億 ）が減少 ま た

（３）事業費の増加要因

件が良好であったことにより、工事費（約１１億円）が減少しました。
・ＭＣ－４の整備範囲を追加したことにより事業費（約６１２億円）が増加しました。

区分 前回評価 今回評価 増減【事業費の変化】

ＭＣ－３ ７６２億円 ９２４億円 １６２億円

ＭＣ－４ ― ６１２億円 ６１２億円

総事業費 ７６２億円 １，５３６億円 ７７４億円

MC-3岸壁
（水深16m）（耐震）

【事業範囲変化】

航路・泊地（水深18m）

泊地（水深18m）

荷役機械
ターミナル建設

荷役機械

ターミナル建設(MC-4）

ターミナル建設

MC-4岸壁
（水深18m）（耐震）

２０

護岸（防波）

前回評価時の事業内容（MC-3）

今回追加した事業内容（MC-4）

ヤード整備範囲（MC-3）



参考）港湾法改正について

３．事業の評価

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律（平成23年3月）

○我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、平成23年に港湾法を改正し、以下の措置を講じました。

① 港湾の種類に「国際戦略港湾」及び「国際拠点港湾」の追加

② 国土交通大臣が行う港湾工事の範囲及びその費用に係る国の負担割合変更

③ これらの港湾におけるコンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定

④ 当該埠頭を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設

○ 港湾の種類の見直し
我が国港湾の国際競争力強化のため、港湾の種類として新たに「国際

戦略港湾」を位置付けるとともに、特定重要港湾の名称を「国際拠点港
湾 改めま た 改正前

改正後

国際戦略港湾 5港

湾」に改めました。

○直轄港湾工事の国費負担率の引き上げ及び対象施設の拡充
国際戦略港湾における高規格コンテナターミナルの係留施設（水深

16m以上の耐震強化岸壁）について 直轄港湾工事の国費負担率を7/10

改正前

国際拠点港湾 18港

改正前特定重要港湾のう
ち国際戦略港湾を除く港湾

特定重要港湾 23港

16m以上の耐震強化岸壁）について、直轄港湾工事の国費負担率を7/10
としました。これに附帯するコンテナヤードを直轄港湾工事の対象施設
に新たに追加しました。（国費負担率は2/3）

○ 港湾運営会社制度の創設

重要港湾 103港

改正前重要港湾のうち、
国際戦略港湾及び国際拠
点港湾を除く港湾

重要港湾 126港

○ 港湾運営会社制度の創設
港湾運営会社制度を創設し、国際戦略港湾及び国際拠点港湾に導入し

ました。

○港湾運営会社に対する無利子貸付制度の創設

点港湾を除く港湾

地方港湾 810港地方港湾 810港

○港湾運営会社に対する無利子貸付制度の創設
公社等に限定されている無利子貸付金の貸付対象を国際戦略港湾及び

国際拠点港湾における港湾運営会社に拡大しました。
港湾の種類の見直し

２１



参考）港湾法改正について（背景）

３．事業の評価

○ 我が国の港湾コストについては、平成12年度から平成20年度にかけ、２割程度低減されていますが、釜山新港と
比較すればまだ４割程度高くなっている状況であり、競争力を上げるためにはさらなるコスト低減が必要です。

○ 港湾コストの主な構成要素は、船舶関係費用・ターミナル運営費用・ターミナル施設費用であり、それぞれを削減

コンテナ取扱料金の国際比較（平成２０年度）

していくことが必要です。

コンテナ取扱料金の国際比較（平成２０年度）

（４０フィートコンテナ１個あたり 京浜港＝１００）
150

２割弱低減
( 成 年度比）

港湾コストの
低減（イメージ）

港湾コスト低減施策

船舶関係費用
船舶

100
１００

(平成12年度比）

約１割低減

(平成12年度比）

同程度

(平成12年度比）
８５

７９

○船舶に対する各種インセンティブ等

ターミナル運営費用
○コンテナターミナルの一体運営によるスー
ルメリット

船舶
関係費用

ターミナル

費

50

６９ ５９

ルメリット

○コンテナ取扱量増加によるスケールメリッ
ト等

ターミナル施設費用

運営費用

0

京浜港 高雄港 釜山港 シンガ 釜山新港

○港湾運営会社の一体運営による戦略的な価
格設定

○ターミナルの国から港湾運営会社への直接
貸付（公設民営方式の実現）と港湾運営会
社 港湾管理者の協調による貸付料の低減

ターミナル

施設費用

京浜港 高雄港 釜山港 シンガ
ポール港

釜山新港

（H18年供用） 従来 将来
社、港湾管理者の協調による貸付料の低減
等

２２
出典：ヒアリング等を基に国土交通省港湾局作成



参考）港湾法改正について（背景）

３．事業の評価

○ ターミナル施設費用の構成要素は、ガントリークレーンや管理棟などの上物施設、コンテナヤードや岸壁などの
下物施設の利用料金です。

○ 特に、コンテナヤード整備については、従前は港湾管理者が起債事業で整備しており、利用料金で償還すること
となっていたため、大きな利用料が課されていました。

○ 港湾法改正により、岸壁同様にコンテナヤードも直轄事業で整備し、港湾運営会社に対して直接貸し付けること
ができることになったことから、コンテナヤード使用料金の大幅な低減が可能となりました。

荷役機械（ガントリークレーン）

【従前の整備スキーム】 【港湾法改正後の整備スキーム】

荷役機械（ガントリークレーン）

上屋（管理棟など）

岸

上屋（管理棟など）

ふ頭用地（コンテナヤード）
岸
壁 ふ頭用地（コンテナヤード）

岸
壁

整備費用を利用料で回収する必要があること
から、大きな利用料が課されていました。

整備費用を回収する必要がなくなり利用
料の大幅な低減が可能となりました。から、大きな利用料が課されて ました。 料 大幅な低減 能 なり 。

港湾整備事業
【港湾管理者もしくは国】

民間（公社等）による港湾関係事業
【民間事業者】

港湾機能施設整備事業（起債）
【港湾管理者】凡例：

２３



３．事業の評価
（４）貨幣換算が困難な効果

【①産業の国際競争力の向上】
○本プロジェクトを実施することにより、基幹航路の維持・確保を図ることができ、物流効率化による地域産

業 国際競争力 向上が図られます

（４）貨幣換算が困難な効果

業の国際競争力の向上が図られます。

【②地域の安全・安心の確保】
○本プロジェクトを実施することにより、岸壁が耐震強化され、震災時においても物流機能が維持されるこ

とで、我が国の産業活動と市民生活の維持・確保に貢献できます。

【③港湾収益の確保】
○本プロジェクトを実施することにより、基幹航路の維持 確保が図られ、京浜港でコンテナを取り扱う時の○本プ ジ クトを実施する とにより、基幹航路の維持 確保が図られ、京浜港で ンテナを取り扱う時の

施設使用料、入港料、積み替え費用等の港湾収益を確保できます。

【④環境への負荷軽減】
○港湾貨物の輸送の効率化が図られ CO2 NOx等の排出量が削減されます○港湾貨物の輸送の効率化が図られ、CO2、NOx等の排出量が削減されます。

２４



４．事業の見込み等
（１）事業の進捗予定

・MC-3岸壁は平成26年度に竣工し、暫定的に供用開始される予定です。
・MC-3岸壁は平成29年度にすべての整備が完了して完全供用され、MC-4岸壁は平成32年度に整備が完
了する予定です。

（ ）事業 進捗予定

【事業進捗の予定】

地区名
事業
区分

施設名 H19 H20 H21 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

南本牧

直轄

岸壁（水深16ｍ）（耐震）
○暫定供用

予定
●完全供用

予定

荷捌き地

護岸（防波）

Ｍ
Ｃ
３南本牧

(MC-3)
護岸（防波）

貸付

荷役機械

ターミナル建設

３
事
業
着
手

直轄

岸壁(水深18m)(耐震) ●

完全
供用

予定
荷捌き地

南本牧
(MC-4)

直轄

航路・泊地(水深18m)

泊地（水深18m）

荷役機械

Ｍ
Ｃ
４
事
業
着

２５

貸付

荷役機械

ターミナル建設

評価年次

手



（２）施工上の工夫

４．事業の見込み等
（２）施工上の工夫

○対岸のＭＣ－１・２岸壁（供用中）は、大型コンテナ船をはじめとする非常に多くの船舶が入出港するエリアで
あるため、特に大型コンテナ船の操船に影響をきたさないように地盤改良工事や航路・泊地の浚渫工事を施
工することが大きな課題でした。

○このため 様々な局面を想定した船舶航行シミ レ シ ンを行い ンテナ船入出港時の作業船の作業可○このため、様々な局面を想定した船舶航行シミュレーションを行い、コンテナ船入出港時の作業船の作業可
能範囲や退避条件を詳細に検討するとともに、コンテナ船入出港時の目標位置を明確にするための導灯（指
向灯）を設置することなどで、安全性の確保を図りました。

〔施工現場の現地条件〕 〔ＭＣ １・２のバ スウィンドウ〕

日 月 火 水 木 金 土

ＭＣ－１

〔施工現場の現地条件〕 〔ＭＣ－１・２のバースウィンドウ〕

【導灯（指向灯）設置状況】

ＭＣ－２

ＭＣ－２ ＭＣ－１

船名 EMMA MAERSK

４００ｍ
〔ＭＣ－１・２の大型船着岸状況〕MC-1・2岸壁に入出港する船舶の安

全を確保しつつ 航路・泊地の浚渫工

（船舶入港実績（H23.12.3～H23.12.10）

導灯
（指向灯）

船名 EMMA MAERSK
全長 ３９７m 船幅 ５６ｍ

満載喫水 １６ｍ 最大積載個数 １１，０００ＴＥＵ

ＭＣ－４ ＭＣ－３ ： 航路・泊地浚渫の施工範囲

全を確保しつつ、航路・泊地の浚渫工
事や地盤改良工事を行うことが課題で
した

※Ｈ１８．１０．１０撮影

： 地盤改良工事（海上施工）
の施工範囲

２６



（２）施工上の工夫

４．事業の見込み等
（２）施工上の工夫

○本海域の水深は－３０ｍ程度に達し、また地盤条件も非常に厳しく、この様な条件下において、 大水深（－１
８ｍ～）の耐震強化岸壁を築造する工事はこれまで世界でも例がありませんでした。

○岸壁においては、船舶が安全に係留できるよう、直線性を確保することが重要ですが、従来工法（桟橋式、
ケ ソン式等）では地震時における岸壁の強度不足や変形量が問題となることが想定されましたケーソン式等）では地震時における岸壁の強度不足や変形量が問題となることが想定されました。

○このため、高い強度を有する「鋼板セル式」を採用することで、地震時における高い機能性を確保するととも
に、コスト縮減と工期短縮を図っています。

〔地震時の挙動（例）〕

大水深の場合で
も連結された一
体構造のため、
耐震性が高く、岸
壁の直線性を確
保できます

大水深のため地
震発生時にケー
ソンの傾きが大き
くなり、その結
果、岸壁の直線
性を確保できなく

地盤改良 軟弱な粘土が厚く堆積
地盤改良 軟弱な粘土が厚く堆積

保できます。
性を確保できなく
なります。

工法 桟橋式 ケーソン式 ハイブリッドＬ型ブロック 鋼板セル式

〔岸壁整備における工法比較表（大水深岸壁の場合）〕

【大水深海域における鋼板セル構造の場合】【大水深海域におけるケーソン構造の場合】

イメージ

セル

盛石
裏込石

鋼管杭
鋼管杭

特徴

○大きな杭を使用しても地震時の
強度が不足する

○施工期間が比較的短い
○鋼板セル式に比べ工費が高い

○地震時の変形量が比較的大きい
○施工期間が長い
○鋼板セル式に比べ工費が高い

○地震時の変形量が比較的小さい
○施工期間が比較的短い
○鋼板セル式に比べ工費が高い

○地震時の変形量が小さい
○施工期間が短く、迅速な整備が可能
○他の工法に比べ工費が安い
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（１）都県・政令市への意見聴取（結果）

５．関係自治体等の意見
（ ）都県 政令市 意見聴取（結果）

本事業は、国際コンテナ戦略港湾に指定された横浜港における整備中の高規格コンテナターミナルであり、

ＭＣ－３・ＭＣ－４コンテナターミナルの早期完成を確実に実現するために、事業を継続するべきと考えます。

６．今後の対応方針（原案）
（１） 事業の必要性等に関する視点

・本事業により、コンテナ貨物取扱能力の向上が図られるとともに、コンテナ船の大型化への対応が可能となり、物流の効
率化を図ることができます。
・岸壁の耐震強化により 切迫する都心南部直下地震等の大規模地震時における国際物流機能が確保され 社会経済へ

（２）事業の進捗の見込みの視点

岸壁の耐震強化により、切迫する都心南部直下地震等の大規模地震時における国際物流機能が確保され、社会経済へ
の影響を軽減し、経済活動の維持を図ることができます。

・平成１９年度に事業に着手し、平成２６年度末時点で、５０．７％（事業費ベース）の進捗状況であり、平成３２年度に事業
完了予定です。

（３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（ ） スト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・技術開発の進展に伴う新工法の採用等の可能性を探るなど一層のコスト縮減に努めます。

（４）対応方針（原案）
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・上記より、本事業は「継続」が妥当であると考えられます。


